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事務事業マネジメントシート

★事務事業の概要（ＰＬＡＮ）

【事業の内容】

【業務の流れ】

【主な予算費目】

【意見や要望】

１　現状把握の部（ＤＯ、ＰＬＡＮ）
(1)事務事業の目的と指標

①手段(主な活動)

① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)

⇒
ア

イ

(単位)

②対象(誰、何を対象にしているのか) ＊人や自然資源等

③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)

(単位)

(単位)

ア

イ

ア

イ

⇒

⇒

②対象指標(対象の大きさを表す指標)

③成果指標(意図の達成度を表す指標)

(2)各指標･総事業費

の推移

ア

イ

ア

イ

ア

イ

① 活動指標

② 対象指標

③ 成果指標

単位
実績(決算) 実績(決算)目標(当初予算)実績(決算) 予定 見込目標(当初予算)

投

事
財

国庫支出金

都道府県支出金

地方債

その他

繰入金

一般財源

源
内

訳業

費 （Ａ）事業費計

(A)のうち指定経費

(A)のうち時間外､特勤

入

量

人

件
費

トータルコスト(A)＋(B)

正規職員従事人数

延べ業務時間

(B)人件費計

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

人

時間

総トータルコスト

ﾏﾆﾌｪｽﾄ
関連

全庁横断
課題関連

集中改革
ﾌﾟﾗﾝ関連

（開始年度　　　　　　年度）
（　　　　　～　　　　年度）

市志合

新規・拡充区分

予算の主な増減の理由

法令

見込

全体計画

 2年度

522,758

3,073

7,108

99.4

52

505,858

138,970

644,880

641,226

64

5

1,860

7,333

652,213

 3年度

544,866

3,400

7,151

99.2

544,070

140,661

684,731

681,147

59

5

2,204

8,617

693,348

 4年度

669,648

3,400

7,400

99.5

549,305

153,159

55

702,519

699,000

150

3

1,800

7,171

709,690

 4年度

604,497

3,800

7,509

99.5

0

0

0

5

3,035

11,551

11,551

 5年度

645,421

3,800

7,600

99.5

571,277

160,817

55

732,149

728,500

150

3

1,800

7,171

739,320

 6年度

700,000

3,800

7,800

99.5

564,464

170,000

55

734,519

734,519

150

3

1,800

0

734,519

 7年度

700,000

4,000

8,000

99.5

584,094

180,000

55

764,149

764,149

150

3

1,800

0

764,149

 8年度

750,000

4,000

8,200

99.5

576,464

190,000

55

766,519

766,519

150

3

1,800

0

766,519

(令和 4年度実績と令和 5年度計画) 令 和  5 年  5 月 1 6 日 更 新

後期高齢者医療運営事務

   2 福祉の健康 健康福祉部 緒方　寿雄

   5 健康づくりの推進 保険年金課 佐藤　美奈

  22 保険医療制度の健全な運営 保険年金班 1174

高齢者の医療の確保に関する法律

後期   1   1   1    11239 他
単年度のみ 単年度繰返 18

 4年度で終了  4年度から開始
期間限定複数年度

○平成20年4月「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、75歳以上の高齢者等を対象とした後期高齢者医療制度が開始され、運営主体（保険者）として県下全
市町村が加入する熊本県後期高齢者医療広域連合が設立された。また、市には後期高齢者医療特別会計が設けられた。（法律第47条～49条）
○市は、保険料を徴収し、広域連合に納付しなければならない。（法律第104条・105条、規約第17条）
○市は、⑴被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付　⑵被保険者証及び資格証明書の引渡し、返還の受付　⑶医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証
明書の引渡し　⑷保険料に関する申請の受付　⑸その他の付随する事務　を行うこととされている。（規約第4条）
※保険料率は2年ごとに改定される。R4・5年度：均等割額54,000円、所得割率10.26％
（24・25年度：均等割額47,900円、所得割率9.26％）（22・23年度：均等割額47,000円、所得割率9.03％）
（26・27年度：均等割額47,900円、所得割率9.26％）（28・29年度：均等割額47,900円、所得割率9.26％）
（30・31年度：均等割額47,900円、所得割率9.26％）（R2・3年度：均等割額50,600円、所得割率9.95％）
（R4・5年度：均等割額54,000円、所得割率10.26％）

〔規約4条の事務〕○被保険者の加入・脱退・資格変更の申請（届出）の受付　○保険証（資格証明書）の交付・返還の受付
　○医療給付に関する申請（届出）の受付・システム入力・広域連合への進達
〔規約17条の事務〕○保険料の徴収（納入通知書送付、収納業務）　○広域連合への保険料負担金、保険基盤安定負担金の納付

需用費、役務費、負担金補助及び交付金（負担金）、償還金利子及び割引料

特になし

 4年度実績( 4年度に行った主な活動) (DO)  5年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)

被保険者の資格手続、保険証の手続、医療給付の手続、保険料負担金の納
付、保険基盤安定負担金の納付、保険料の徴収（納入決定通知書の送付、
納付書送付、督促状送付、納付催告・相談、臨戸訪問、滞納整理）、過誤
納金還付手続きを行なった。

前年度と同じ

被保険者数の増のため保険料調定額 千円

広域連合に進達した申請書 枚

熊本県後期高齢者医療制度 被保険者数（年平均） 人

後期高齢者医療制度が適切に運営される 収納率 ％

＊③成果指標設定の理由と 5年度目標値設定の根拠
保険料の確実な納付により、後期高齢者医療制度を適切に運営することができる。前年度実績値を参考に設定した。

～　　年度
0

千円

枚

人

％



事務事業名 所属部 所属課

２　評価の部（ＣＨＥＣＫ）

目
標
達
成
度
評
価

有
効
性
評
価

効
率
性
評
価

公
平
性
評
価

役
割
分
担
評
価

③成果の向上余地

④類似事業との統廃合・連携の可
能性

⑤事業費の削減余地

⑥人件費（延べ業務時間）の削減
余地

⑦受益機会・費用負担の適正化余
地

⑧行政の役割分担の適正化

３　評価結果の総括（ＣＨＥＣＫ）　

４　今後の方向性（事務事業担当課案）（ＡＣＴＩＯＮ）
（1）今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可

（3）改革、改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

（2）改革・改善による期待成果

コスト

削減 維持 増加

向上

維持

低下

成
果

市志合

（廃止・休止の場合は記入不要）

（具体的な手段、事務事業）

後期高齢者医療運営事務 健康福祉部 保険年金課

＊原則は 4年度の事後評価、ただし複数年度事業は 4年度実績を踏まえての途中評価

達成した 達成しなかった　 ⇒【原因

目標収納率に達した。

① 4年度目標達成度評価

目標達成見込みあり⇒【理由】 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】

課の人員配置により収納対策の体制づくりができるようになった。全課員による収納対
策を強化することにより目標達成の見込みがある。② 5年度目標達成見込み

向上余地がある　　⇒【理由】 向上余地がない　 ⇒【理由

年齢到達により被保険者全体の数が増えており、滞納額は増加している。一方現年度分収納率の向
上（体制強化による納付折衝の早期対応・電子マネー収納の開始・納付の啓発）に努めることで成
果の向上が期待できるが、今のところ現状改善を見込むのは難しいと思われる。

他に手段がある 他に手段がない　 ⇒【理由

統廃合・連携ができる　 ⇒【理由】
統廃合・連携ができない ⇒【理由】

収納業務については、市税や他の料金部門との連携は可能である。更には収納対策部門
と組織化できれば業務時間数（人件費）が削減できる。

削減余地がある　　⇒【理由】 削減余地がない　 ⇒【理由

今後も被保険者の増加にあわせ保険料収納額は伸びると予想される。そのため広域連合
への保険料負担金額も伸びると予想される。

削減余地がある　　⇒【理由】 削減余地がない　 ⇒【理由

必要最少の業務時間数である。

見直し余地がある　⇒【理由】 公平・公正である ⇒【理由

公的医療制度である後期高齢者医療制度の適切な運営に必要な費用を法律に基づき適正
に負担している。

見直し余地がある　⇒【理由】 役割分担は適正である ⇒【理由】

法律に基づき市は、後期高齢者医療広域連合に対して必要な額を負担しなければならな
い。

全課員による収納対策を強化しなければならない。市税等の滞納者が年齢到達により被保険者となってきており滞納額は増
加している。市税や他の料金部門と連携して収納業務にあたらなければならない。

廃止 休止 目的再設定 事業統廃合・連携 事業のやり方改善（有効性改善）

事業のやり方改善（効率性改善） 事業のやり方改善（公平性改善）
現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）


